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処分の概要 保険料の督促手数料の徴収 

例 規 名 

根 拠 条 項 
長門市国民健康保険条例 第24条 

例 規 番 号 平成17年条例第94号 

【根拠条文】 

(保険料の督促手数料) 

第24条 保険料の督促手数料は、督促状1通について100円とする。 

 

【基準】 

根拠条文に同じ。 
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